
中国電力への要請事項（案） 

１. 設計及び工事計画認可の審査、保安規定変更認可の審査、原子力規制検査

の状況等を、島根県、松江市、出雲市、安来市、雲南市、鳥取県、米子市

及び境港市（以下、関係自治体という。）に対して適切に説明するととも

に、引き続き、丁寧な情報提供を行うこと。 

２. 常に最新の知見を取り入れるなど、島根原子力発電所の安全確保に最大限

取り組むこと。 

また、万が一事故が発生した場合には、十分な賠償を行うこと。 

３. 安全対策については、施設・設備の整備だけでなく、組織・人員体制、手

順、教育・訓練といった人的な面に関しても、充実・強化を図るよう取組

を継続して行うこと。その際、過去のトラブル等による教訓が発電所の安

全を確保するための活動に継続的に反映されるよう、十分考慮すること。 

４. 突発的な武力攻撃の発生に備え、特に緊急を要する場合には国からの命令

を待たず直ちに運転を停止するとともに、平時から体制の確認・徹底に努

めること。 

５. 汚染水対策について引き続き適切に実施すること。 

６. 使用済燃料の処理・処分に事業者として責任を持って適切に対応すること。 

７. 多様な電源構成を目指すために電力事業者として再生可能エネルギーの

導入・技術開発に一層取り組むこと。 

８. 周辺地域を含めた地元企業への工事発注や宿泊施設の利用など、地域振興

に特段の配慮をすること。 

９. 原子力防災対策については、平時から関係自治体と連携を図り、積極的な

協力を行うなど、事業者として必要な取組を継続して行うこと。 

10.関係自治体に対しては、それぞれ誠意を持った対応を行うこと。 

資　料



原子力規制委員会への要請事項（案） 

１. 常に最新の知見を規制基準に反映させるなど、原子力の安全規制を担う機

関として安全対策に万全を期すこと。 

２. 島根原子力発電所２号機の設計及び工事計画認可の審査、保安規定変更認

可の審査を厳格に行うこと。 

３. 日常の原子力規制検査を厳格に行うこと。 

検査に当たっては、検査官の質を高めるとともに、中国電力における過去

の不適切事案を念頭に、組織・人員体制、手順、教育及び訓練といったあ

らゆる面においてルールどおり行われているか、随時書類の確認や会議の

傍聴を行うなど中国電力の緊張感に緩みが出ないよう対処すること。 



内閣府への要請事項（案） 

１. 原子力災害時の避難計画については、「島根地域の緊急時対応」策定後も、

訓練等を通じた確認や計画の具体化・充実化を継続して進めることが必要

であり、自治体が進める避難計画の住民への周知や、要支援者対策、避難

先や移動手段の確保、国の実動組織による迅速・確実な派遣等について、

必要な支援・協力を行うこと。 

２. 原子力災害対策に必要な資機材、施設等の整備や立地・周辺自治体が行う

取組に対し、十分な財政支援を行うこと。 

３. 避難の受入先において大規模な自然災害や感染拡大が重なるなど、不測の

事態が生じた場合には、避難者の受入先の確保をより広域に行う必要が生

じ得るため、自治体だけでは対応が困難な場合には、国が責任を持って受

入先の調整を行うこと。 

４. 避難が長期化した場合の二次避難先の確保など、万が一の原子力災害時に

被災者が十分な生活支援を受けられるようにすること。 



内閣官房への要請事項（案） 

１. ロシア軍がウクライナの原子力発電所に対する砲撃を行ったが、他国の領

土や主権の侵害は何の利益も生まず、自らの国益を大きく毀損するとの認

識を国際社会において確立することこそが、最大の抑止力となる。 

ついては、国において、国際社会と協調した経済制裁措置の実施など、外

交等を通じて毅然として対処すること。 

２. 原子力発電所への武力攻撃などが懸念されるような事態となった場合に

は、国は、国民保護法に基づき、原子力事業者に対し運転停止を命ずるな

ど、迅速に対応すること。 

また、突発的な武力攻撃の発生に備え、原子力事業者が、特に緊急を要す

る場合には国からの命令を待たず直ちに運転を停止できるよう、国は、平

時から事業者の体制の確認・徹底を指導すること。 

３. 万が一、原子力発電所に対するミサイル攻撃等が行われるような事態にな

った場合に、迅速に対応できるよう、自衛隊による迎撃態勢及び部隊の配

備に万全を期すこと。 



経済産業省への要請事項（案） 

１. 国のエネルギー政策や原子力発電の必要性などについては、県民や立地・

周辺自治体の理解と納得が得られるよう、国が明確に示していくこと。 

２. 使用済燃料の搬出や譲渡しが確実に行われるよう、使用済燃料の処理・処

分などの核燃料サイクルの課題の解決について、国が前面に立った取組を

加速させること。 

３. 原子力発電所の稼働・再稼働の判断に立地・周辺自治体の意見が適切に反

映できる具体的な仕組みを設けること。 

４. 国は、万が一の事故の際に懸念される汚染水への対策が中国電力において

引き続き適切に実施されるよう指導すること。 

５. 原子力災害が発生した場合、一般住民及び避難行動要支援者の避難がより

円滑に実施できるよう、道路整備等の支援の拡充を行うこと。 

６. 原発依存度を可能な限り低減するため、再生可能エネルギーの導入促進を

図ること。 

７. 原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金については、地域の実

情に十分配慮した交付金額・期間とすること。 

また、原子力防災対策が必要な区域が 30 キロ圏内まで拡大されたことか

ら、電源三法交付金等については、既存の対象地域に対する交付水準を確

保した上で、原子力災害対策重点区域まで対象を拡大すること。 


